
 

 
 

事前評価票【No.43】 

施策等名 ＬＲＴの整備の推進 担当課 
（担当課長名） 

鉄道局財務課 
（財務課長 室谷 正裕） 
道路局路政課 
（路政課長 日原 洋文） 
都市・地域整備局街路課 
（街路課長 斉藤 親） 

施策等の概要 鉄軌道事業者、関係自治体等から構成される「ＬＲＴプロジェクト推進協議会」
を設立し、同協議会が策定したＬＲＴ整備計画に基づき実施されるＬＲＴの整備
に対して、関係部局の連携により新たに創設する「ＬＲＴ総合整備事業」により、
総合的な支援を行う。 
【予算要求額：36,413 百万円の内数】 

施策等の目的 まちづくりと連携したＬＲＴの整備を促進することにより、環境にやさしく利
用者本位の都市交通体系を構築することを目的とする。 

 関連する 
政策目標 

20）都市交通の快適性、利便性の向上 
21）地域交通確保 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

施策等の必要性 少子高齢化に対応した公共交通のバリアフリー化、利用しやすく高質な公共交
通ネットワークの構築、自動車交通からの転換による交通円滑化や環境負荷への
軽減などの都市内交通における課題の解決に向け、低床式で乗り降りがしやす
く、高い速達性や定時性を有し、環境にも優しいことなど、優れた特長を持った
都市公共交通システムとして、まちづくりと一体となったＬＲＴの整備が期待さ
れており、全国各地において、導入に向けた構想や計画の策定が進められている
が、現在まで、国内で実際にＬＲＴが新規に整備された例はなく、既存の路面電
車のＬＲＴ化についても、順調に進んでいるとはいえない。 

                      （＝目標と現状の GAP） 
 
ＬＲＴの導入に向けて多大な初期投資が必要となる一方、地方自治体の財政状

況や既存事業者の経営状況における投資余力が限られていることから、導入に向
けたインセンティブが働きにくく、また、導入に向けた関係者間の利害調整やコ
ンセンサス形成が困難。 

       （＝原因分析） 
 
 既に構想、計画を有する都市において事業化に向けたブレイクスルーの手段と
して、また、新たに導入を検討する都市においてはその動機付けとして、ＬＲＴ
導入の際の初期投資を軽減する財政支援の拡充と、地域の一元的な協議・推進体
制の整備が必要。 

                         （＝課題の特定） 
 
「ＬＲＴプロジェクト」の実施 
 地域におけるＬＲＴ導入に向けた合意形成、推進のための体制として、鉄軌道
事業者、関係自治体、国土交通省（地方運輸局、地方整備局）、公安委員会、有
識者・ＮＰＯ等から構成する「ＬＲＴプロジェクト推進協議会」を設置し、協議
会が策定したＬＲＴ整備計画に基づく整備に対し、補助制度の同時採択など総合
的な支援を行う。 
 
「ＬＲＴ総合整備事業」の創設 
 ＬＲＴプロジェクトの中核的支援策として、ＬＲＴの導入に向けて、協議会が



 

 
 

策定した計画に基づく事業に対して、関係部局の連携による補助の同時採択と一
体的支援が可能となるよう下記の各支援等から成る総合整備事業を創設する。 
（具体的な支援策） 
○協議会が策定したＬＲＴ整備計画に基づき、鉄軌道事業者が行う低床式車両そ
の他ＬＲＴシステムの整備に不可欠な施設の整備に対する補助制度の創設（鉄
道局） 

○ＬＲＴの導入に対する限度額方式による補助制度の創設（都市・地域整備局）                   
○道路管理者による導入空間の整備（都市・地域整備局、道路局） 

         （＝施策の具体的内容） 
 

 社会的ニーズ  人と環境に優しい都市公共交通としてのＬＲＴの有する優位性への認識が浸
透しつつあり、また、地下鉄や都市モノレールなどと比較して低廉な整備が可能
であることなどから、例えば富山、熊本など、全国約６０都市において、導入の
検討（市民団体等によるものを含む）がなされるなど、ＬＲＴ導入に向けた社会
的要請が強まっている。 
 

 行政の関与  少子高齢化に対応した公共交通のバリアフリー化、利用しやすく高質な公共交
通ネットワークの構築、自動車交通からの転換による交通円滑化や環境への負荷
の軽減といった都市交通問題の解決に資するものであることから、公益性が高
く、行政が支援する必要がある。 
 

 国の関与 まちづくりと一体的に取り組まれるＬＲＴの導入により、少子高齢化に対応し
た公共交通のバリアフリー化、利用しやすく高質な公共交通ネットワークの構
築、自動車交通からの転換による交通円滑化や環境への負荷の軽減といった課題
に対応し、都市再生・地域再生の促進が期待されるものであることから、国が積
極的に関与する必要がある。 
なお、平成１６年６月に策定した国土交通省環境行動計画においても、公共交

通機関の利用促進による環境的に持続可能な交通（ＥＳＴ）の実現に向けた施策
として、「ＬＲＴの導入促進等」を位置付けている。 
 

施策等の効率性  ＬＲＴ整備は、道路空間や鉄道路線などの既存ストックを活用できるため、整
備に要する建設コストが地下鉄、都市モノレール等、他の都市公共交通機関と比
較して低廉であり、地方中核都市における都市中量輸送システムとして非常に有
効である。 
 

施策等の有効性  ＬＲＴプロジェクト推進協議会の設置により地域における一元的な推進体制
が整備されるとともに、関係部局の連携による財政支援が拡充されることによ
り、ＬＲＴの導入が加速的に促進されることが見込まれる。 

その他特記すべ
き事項 

 運輸政策審議会第１９号答申 Ⅱ今後取り組むべき鉄道整備のあり方の中で、
大都市圏の域内や地方中核都市圏における新たな軌道系交通システムとして、ト
ランジットモール等のまちづくりと一体となった導入に対する期待が近年高ま
っているＬＲＴ（ライトレールトランジット）の整備推進の必要性が指摘されて
いる。 
 

 



 

 
 

事前評価票【No.44】 

施策等名 外部監視強化による路上工事の縮
減 

担当課 
（担当課長名） 

道路局国道・防災課 
（国道・防災課長 鈴木克宗） 

施策等の概要 「問合せ番号」の導入による路上工事情報への簡単アクセスなど、路上工事情報
提供の充実・徹底を図るとともに、「不人気投票」の実施など道路利用者による
外部監視を強化することにより、路上工事の縮減を図る。 

施策等の目的 路上工事に伴う車線規制時間の短縮を図ることで、路上工事に伴う渋滞を軽減す
る。 

 関連する 
政策目標 

２０）都市内交通の快適性・利便性の向上 

 関連する 
業績指標 

９０）道路渋滞による損失時間 
＜社会資本整備重点計画第２章に記載あり＞ 
９２）路上工事時間の縮減率 
＜社会資本整備重点計画第２章に記載あり＞ 

 指標の 
目標値等 

９０）約１割削減（H19） 
９２）約２割削減（H19） 

施策等の必要性 ○国土交通省道路局の実施する「道路利用者満足度調査」において、道路工事のや
り方に対する満足度は平成14年度調査から３年連続して11の設問中２番目に低
い結果となっており、路上工事の実施に対する道路利用者の批判に応えるため、
様々な路上工事縮減施策に取り組んでいる。その結果、平成 15 年度は、全国の
直轄国道において、年間路上工事時間を対前年度比約７％縮減した。また、東京
23 区における直轄国道と都道においては、年末・年度末の路上工事ストップや
工事実施者別路上工事時間の公表等により、年間路上工事時間を対前年度比約
５％縮減し、一定の成果をあげている。しかし、占用企業者による路上工事時間
が大幅に縮減される一方で、道路管理者の道路補修工事による路上工事時間は増
加するなど、路上工事縮減の取組みはまだ不十分である。（＝目標と現状のＧＡ
Ｐ） 

 
○この原因として、道路利用者への路上工事に関する情報提供が不十分であること
に加え、工事実施者に路上工事縮減のインセンティブが働く仕組みが十分に構築
されていないことなどが挙げられる。（＝原因分析） 

 
○そこで、道路利用者への路上工事に関するきめ細かな情報提供の徹底を行うとと
もに、道路管理者及び占用企業者に路上工事縮減のインセンティブが働く仕組み
を構築することが必要。（＝課題の特定） 

 
○施策の具体的内容は以下のとおり。 
・路上工事情報のリアルタイム化 
・「問合せ番号」をインデックスとして路上工事情報の特定、検索等を簡素化 
・道路利用者が「問合せ番号」を使って路上工事について意思表示＜不人気投票＞ 
・路上工事モニター＜路上工事Ｇメン＞によるチェック 
・「不人気投票結果」及び毎月の路上工事時間について公表 
（＝施策の具体的内容） 

 社会的ニーズ 平成 16 年４月～５月にかけて、国土交通省道路局で実施した「道路利用者満足
度調査」において、「道路工事のやり方（工事の数や期間、時間帯など）」につい
て、約７割の回答者が「やや不満」「非常に不満」と回答するなど、国民の多く
が不満を持っており、さらなる路上工事の縮減を図り、これらの不満の緩和を図
ることは、社会的ニーズに適っていると考えられる。 



 

 
 

 行政の関与 路上工事による渋滞の緩和を図ることは道路管理者の責務。 

 国の関与 路上工事の縮減は、道路管理者（国、地方公共団体）、占用企業者、交通管理者
がそれぞれの工事予定の場所、内容、時期を調整する調整会議等において連携し
て推進する施策であり、国は調整会議メンバーとして他機関と協働で施策の推進
を図る責務がある。 

施策等の効率性  路上工事は道路管理者（官）および占用企業者等（民）が実施しているものであ
り、官民ともに縮減に取り組む施策を実施することが効率的である。 

施策等の有効性 東京 23 区内の夜間渋滞のうち、約 15％が工事渋滞である等、路上工事による交
通規制は、道路交通に深刻な影響を及ぼしており、その縮減は、既存の道路スト
ックの有効活用につながること等から、さらなる路上工事縮減施策の実施は、都
市内渋滞の緩和に資する施策として有効であると考えられる。 

 
その他特記すべ
き事項 

○社会資本整備審議会中間答申（平成 14 年８月答申）において、行政システムの
改革のための既存ストックの有効活用策の一つとして「路上工事に伴う交通規制
日数の縮減を図らなければならない」等と指摘されている。 

 
○平成 15 年６月に「ユーザーの視点に立った道路工事マネジメントの改善委員会」
を設置し、従来の関係者間における「内部調整型」の縮減施策から、道路利用者
等によって工事実施状況のチェックを行うなどの「外部評価型」の縮減施策への
転換に向けた具体的検討を行っているところ。 

 
○平成 15 年度の政策チェックアップ（業績測定） 
政策目標 20「都市交通の快適性・利便性の向上」 
（３）都市内の交通渋滞を緩和する 
の評価結果及び今後の取組みの方向性を踏まえた新規施策である。 
・工事情報の開示等を通じて、道路利用者による工事実施状況のチェックを行う 

などの外部監視や毎月の路上工事時間を直ちに公表する等のマネジメントの
強化を図り、一層の路上工事の縮減に取り組む。 

 



 

 
 

事前評価票【No.48】 

施策等名 スマートＩＣ整備の本格展開 担当課 
（担当課長名） 

道路局高速国道課 
（高速国道課長 菊川滋） 

施策等の概要 高速自動車国道の有効活用のために、ＩＣの追加を推進している中で、建設・
維持管理コストを削減可能なスマートＩＣを導入は有効であると考えられる。
平成 16 年度においては、「ＳＡ・ＰＡを利用したスマートＩＣの社会実験」を
実施するところであり、平成１７年度においては、平成１６年度の社会実験の
結果を勘案しつつ、新たな公的支援により、スマートＩＣの本格導入を図る。 

施策等の目的 建設・維持管理コストを削減可能なスマートＩＣの本格導入を通じたＩＣ追加
により、利便性の向上による高速道路の有効活用を図り、人、物の移動を円滑
化させる。 

 関連する 
政策目標 

１７）広域的モビリティの確保 
２２）地域間交流・観光交流等内外交流の推進 
 

 関連する 
業績指標 

７２）規格の高い道路を使う割合 

 指標の 
目標値等 

７２）15%(H19) 
 

施策等の必要性 ○長距離トリップは全国各地に 20～30%程度存在するものの、それを担うべき高
速道路などの利用率は 13%に過ぎない。このように、本来高速道路を走るべき
交通が一般道路を走ることで、渋滞、沿道環境、交通安全等に弊害が発生して
いる。具体的には、仮に日本の高速道路利用率がドイツ並みの３０％であった
としたら、CO2 排出量が年間約 1,100 万トン減少、交通事故による死者数が年
間約 900 人減少すると試算されている。（＝目標と現状のＧＡＰ） 

○高速道路の利用率が低水準である原因の一つとして、高速自動車国道のＩＣ間
隔は 10km と、独、英、米等の 4～5km と比較して長い点が考えられる。また、
高速自動車国道が通過する市町村 916 市町村のうち、約４割（363 市町村）は
ＩＣ無し市町村であるのも原因と考えられる。（＝原因分析） 

○また、ＩＣのない地域においては、地域の活性化を図るためにも、ＩＣの設置
に対する要望が強い。そのためには、建設・維持管理コストが削減可能なＩＣ
整備として、スマートＩＣの本格導入が求められているところ。（＝現状を改
善するための課題） 

○以上の必要性から、スマートＩＣの本格導入を図ることとする。（＝施策の具
体的内容） 

 社会的ニーズ 本来高速道路を走るべき交通が一般道路を走ることによって発生する渋滞、沿
道環境、交通安全等の弊害の緩和及び地域の活性化という観点から、ＩＣ設置
に対する要望が強い中で、建設コスト・維持管理コストが相対的に安価なスマ
ートＩＣの本格導入に対する社会的なニーズは極めて高い。 

 行政の関与 スマートＩＣの本格導入にあたって行政が公的支援を行うことにより、ＩＣ追
加に伴う利便性の向上による高速道路の有効活用が図られ、人、物の移動の円
滑化が達成される。 

 国の関与 本来高速道路を走るべき交通が一般道路を走ることによる渋滞、沿道環境、交
通安全等の公益に対する弊害を解消して、より身近な、使いやすいハイウェイ
の実現を目指して、国がスマートＩＣ追加に対して公的支援を行う。公的支援
を行うことにより、ＩＣ追加に伴う利便性の向上による高速道路の有効活用が
図られ、人、物の移動の円滑化が達成される。 

施策等の効率性 ＩＣ追加による直接便益は１箇所あたり毎年２億円と試算。  

施策等の有効性 スマートＩＣの導入により、従来のＩＣと比較して建設コストの約３割削減、
管理コストの約５割削減が見込まれる。また、並行する一般道から高速道路へ



 

 
 

の交通分散、人、物の移動の円滑化による地域の生活の充実及び経済の活性化
が達成されるため有効であると考えられる。 

その他特記すべ
き事項 

○「使える」ハイウェイ推進会議（平成 16 年７月）において、スマートＩＣな
ど、高速道路の利便性の向上を図ることを検討中。 

○平成 15 年度の政策チェックアップ（業績測定） 
 政策目標 17「広域的モビリティの確保」 
 （１）地域の競争条件確保のための幹線道路網を構築する 
 の評価結果及び今後の取組みの方向性を踏まえた新規施策である。  
 

 


